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Ⅰ 検査目的及び項目 
本検査※は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号。）第１６条の３第 1 項に基づき実施する核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和

４１年総理府令第３７号。）第３条の６第３号に係る使用前検査について、その他の加工施設

が認可した設計及び工事の方法の申請（以下「設工認申請書」という。）に従い製作、据付さ

れ、所定の性能を有しており、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するもので

あることを確認するもので、以下の検査を実施する。 

なお、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準とは、加工施設の性能に係る技術上の基

準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第１９号。以下「性能の技術基準」という。）

のうち第４条第３項、第６条第１項、第８条第１項、第１１条第１項、第１２条第５項及び第

１６条第２項である。 

※原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）附則第７条第１項の規定

に基づき、なお従前の例による。 

 

〇その他の加工施設 

  材料検査、外観検査、配置及び員数検査、耐震検査、系統検査、性能検査 

 

Ⅱ 検査場所  
日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附５０４番地２２ 

 
Ⅲ 検査範囲  

１ 検査対象施設及び範囲 

その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

 主要分析ダクト  一式（設備更新） 

 スクラバ付きドラフトチェンバ  １４台（設備更新） 

カリフォルニア型フード  １台（設備更新） 

発光分光装置  １台（設備更新） 

分析室流し台  ２台（設備更新） 

質量分析装置  ２台（移設に伴う排気配管の更新） 

高周波プラズマ質量分析装置  １台（移設に伴う排気配管の更新） 

高周波プラズマ発光分光分析装置  １台（移設に伴う排気配管の更新） 

赤外分光分析装置  １台（移設に伴う排気配管の更新） 
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２ 認可関係 

認可年月日及び認可番号 

令和元年１０月１１日 原規規発第１９１０１１２号 

 
Ⅳ 検査方法 

１．材料検査 

 ａ．検査前確認事項 

    (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

    (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

  ｂ．検査手順 

  (1) 主要分析ダクトの主要な構造材が耐食性を有する材料であることを申請者の品質記

録により確認する。 

    (2) スクラバ付きドラフトチェンバ、カリフォルニア型フード、分析室流し台、質量分

析装置、高周波プラズマ発光分光分析装置及び赤外分光分析装置の主要な構造材の材

料を申請者の品質記録により確認する。 

  (3) スクラバ付きドラフトチェンバ及びカリフォルニア型フードの主要な構造材が耐食

性を有する材料であることを申請者の品質記録により確認する。  

    （添付資料－２ 表－１～９参照） 

 

２．外観検査 

ａ．検査前確認事項 

    (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

    (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

  (3) 建物の検査として、分析室内の床面が樹脂系塗料（ウレタン系塗料）で塗装されて

いることを確認する。 

  ｂ．検査手順 

  (1) 主要分析ダクト及び機器の外観を立会い又は申請者の品質記録により確認する。 

    (2) 主要分析ダクトの排気時の内部点検が行うことができることを申請者の品質記録に

より確認する。 

  (3) 機器が基礎ボルトで固定されていることを立会い又は申請者の品質記録により確認

する。 

  (4) 発光分光装置及び高周波プラズマ質量分析装置の筐体が不燃性のカバー（不燃シー

ト等）で覆われていることを立会い又は申請者の品質記録により確認する。 

（添付資料－２ 図－１～８、１１、１２参照） 
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３．配置及び員数検査 

 ａ．検査前確認事項 

  (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

  (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

 ｂ．検査手順 

  (1) 機器の配置及び員数を立会い又は申請者の品質記録により確認する。 

  (2) 主要分析ダクト及び機器の保守等に必要なスペースが確保されていることを立会い

又は申請者の品質記録により確認する。 

   （添付資料－２ 図－１～８、１０、１１、１２参照） 

    

４．耐震検査 

  ａ．検査前確認事項 

    (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

    (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

(3) 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効

期限内であることを校正記録により確認する。 

  ｂ．検査手順 

    (1)  スクラバ付きドラフトチェンバ及びカリフォルニア型フード（本体、スクラバ、排

気ファン）の基礎ボルト、据付ボルトの材料を申請者の品質記録により確認する。 

(2)  スクラバ付きドラフトチェンバ及びカリフォルニア型フード（本体、スクラバ、排

気ファン）の基礎ボルト、据付ボルトの本数、位置、ボルトの呼び径及びボルト間隔

について下表のとおりであることを立会い又は申請者の品質記録により確認する。 

 

表 据付ボルト及び基礎ボルトの仕様 

機器 対象箇所 材料 
ボルト 

本数 
呼び径 

許容最小 

ボルト間隔 

スクラバ付きドラ

フトチェンバ 

据付ボルト SS400 8 本 M12 456mm 

基礎ボルト SS400 6 本 M12 840mm 

カリフォ

ルニア型

フード 

本体 基礎ボルト SS400 4 本 M12 1080mm 

スクラ

バ 

据付ボルト SS400 4 本 M12 456mm 

基礎ボルト SS400 4 本 M12 840mm 

排気フ

ァン 

据付ボルト SS400 4 本 M10 130mm 

基礎ボルト SS400 4 本 M12 510mm 

 

(3) スクラバ付きドラフトチェンバ（ドラフトチェンバ）及びカリフォルニア型フード

（本体、排気ファン）の構造を立会い又は申請者の品質記録により確認する。 

  （添付資料－２ 表－２、３、図－１、２参照） 
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５．系統検査 

ａ．検査前確認事項 

  (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

  (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

 ｂ．検査手順 

核燃料物質の検査設備（分析設備）の系統構成を申請者の品質記録により確認する。 

（添付資料－２ 図－１１、１２参照） 

 

６．性能検査 

ａ．検査前確認事項 

  (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

  (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

(3) 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効

期限内であることを校正記録により確認する。 

 ｂ．検査手順 

  (1) スクラバ付きドラフトチェンバのフードを 300 mm 開放（使用時における全面開放）

し、フード開口部から内部へ向かう気流の面速が 0.5 m/s 以上であることを立会い又

は申請者の品質記録により確認する。 

  (2) カリフォルニア型フードの扉 1 枚を全開状態（使用時における全面開放に（左側及

び右側））し、開口部から内部へ向かう気流の面速が 0.5 m/s 以上であることを立会い

又は申請者の品質記録により確認する。  

    （添付資料－２ 表－２、３、図－１、２参照） 

 

Ⅴ 判定基準 

  １．材料検査 

  (1) 主要分析ダクトの主要な構造材が硬質塩化ビニルフィルムライニング付き溶融亜鉛め

っき鋼板（ ）であること。 

    (2) スクラバ付きドラフトチェンバ、カリフォルニア型フード、分析室流し台、質量分析

装置、高周波プラズマ発光分光分析装置及び赤外分光分析装置の主要な構造材が不燃性

材料であること。 

  (3) スクラバ付きドラフトチェンバが電気亜鉛めっき鋼板（エポキシポリエステル粉体焼

付塗装）であること。また、カリフォルニア型フード（フード内部）がステンレス鋼（SUS304）

であること。 
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２．外観検査 

(1) 主要分析ダクト及び機器の外観に使用上有害な傷、変形のないこと。 

(2) 主要分析ダクトの排気時の内部点検が行うことができること。  

  (3) 機器が基礎ボルトで固定されていること。 

  (4) 発光分光装置及び高周波プラズマ質量分析装置の筐体が不燃性のカバー（不燃シート

等）で覆われていること。 

 

 ３．配置及び員数検査 

 (1) 機器の配置及び員数が設工認申請書のとおりであること。 

 (2) 主要分析ダクト及び機器の保守等に必要なスペースが確保されていること。 

   

４．耐震検査 

(1)  スクラバ付きドラフトチェンバ及びカリフォルニア型フード（本体、スクラバ、排気

ファン）の基礎ボルト、据付ボルトの材料が炭素鋼（SS400）であること。 

(2) スクラバ付きドラフトチェンバ及びカリフォルニア型フード（本体、スクラバ、排気

ファン）の基礎ボルト、据付ボルトの本数、位置、ボルトの呼び径及びボルト間隔が設

工認申請書のとおりであること。 

(3) スクラバ付きドラフトチェンバ（ドラフトチェンバ）及びカリフォルニア型フード（本

体、排気ファン）の構造が設工認申請書のとおりであること。 

 

５．系統検査 

設備の系統構成が設工認申請書のとおりであること。 

 

６．性能検査 

  (1) スクラバ付きドラフトチェンバのフードを 300 mm 開放（使用時における全面開放）

し、フード開口部から内部へ向かう面速が 0.5 m/s 以上であること。 

  (2) カリフォルニア型フードの扉 1 枚を全開状態（使用時における全面開放（左側及び右

側））にし、開口部から内部へ向かう面速が 0.5 m/s 以上であること。  

     

Ⅵ 添付資料 

添付資料－１ 立会区分表 

添付資料－２ 関連図面等一覧 

 （１／３２）表－１（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（主要分析ダク

ト） 

（２／３２）表－１（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（主要分析ダク
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ト） 

（３／３２）表－２（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（スクラバ付き

ドラフトチェンバ） 

（４／３２）表－２（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（スクラバ付き

ドラフトチェンバ） 

（５／３２）表－３（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（カリフォルニ

ア型フード） 

（６／３２）表－３（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（カリフォルニ

ア型フード） 

（７／３２）表－４（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（発光分光装置） 

（８／３２）表－４（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（発光分光装置） 

（９／３２）表－５（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（分析室流し台） 

（１０／３２）表－５（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（分析室流し台） 

（１１／３２）表－６（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（質量分析装置） 

（１２／３２）表－６（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（質量分析装置） 

（１３／３２）表－７（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（高周波プラズ

マ質量分析装置） 

（１４／３２）表－７（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（高周波プラズ

マ質量分析装置） 

（１５／３２）表－８（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（高周波プラズ

マ発光分光分析装置） 

（１６／３２）表－８（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（高周波プラズ

マ発光分光分析装置） 

（１７／３２）表－９（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（赤外分光分析

装置） 

（１８／３２）表－９（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）の仕様（赤外分光分析

装置） 

（１９／３２）図－１ 核燃料物質の検査設備（分析設備）（スクラバ付きドラフトチェン

バ） 構造図 

（２０／３２）図－２（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）（カリフォルニア型フ

ード） 構造図 

（２１／３２）図－２（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）（カリフォルニア型フ

ード） 構造図 

（２２／３２）図－３ 核燃料物質の検査設備（分析設備）（発光分光装置） 構造図 

（２３／３２）図－４ 核燃料物質の検査設備（分析設備）（分析室流し台） 構造図 
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（２４／３２）図－５（１／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）（質量分析装置） 構

造図 

（２５／３２）図－５（２／２）核燃料物質の検査設備（分析設備）（質量分析装置） 構

造図 

（２６／３２）図－６ 核燃料物質の検査設備（分析設備）（高周波プラズマ質量分析装置） 

構造図 

（２７／３２）図－７ 核燃料物質の検査設備（分析設備）（高周波プラズマ発光分光分析

装置） 構造図 

（２８／３２）図－８ 核燃料物質の検査設備（分析設備）（赤外分光分析装置） 構造図 

（２９／３２）図－９ 核燃料物質の検査設備（分析設備） 概略機器配置図（撤去、移設

前） 

（３０／３２）図－１０ 核燃料物質の検査設備（分析設備） 概略機器配置図（新設、移

設後） 

（３１／３２）図－１１ ウラン濃縮工場 給排気概略系統図 

（３２／３２）図－１２ 核燃料物質の検査設備（分析設備） 概略系統図（新設、移設後） 

図－１～８については、設工認申請書の図に判定基準等の仕様を追記 

添付資料－３ 使用前検査成績書様式 

 



 
 

 

立 会 区 分 表 

施設

区分 
設備等の名称 

重要度による区分 立会区分 

安重区分 
耐震重要

度分類 
材料検査 外観検査 

配置及び 

員数検査 
耐震検査 系統検査 性能検査 備考 

そ の

他 の

加 工

施設 

主要分析ダクト 

非安重 

第３類＊ 

B 

A/B A/B 

－ 

B 

－ 
［記号説

明］ 

A/B：立会

検査又は

記録検査 

B：記録検

査 

スクラバ付き 
ドラフトチェンバ 

第２類 A/B A/B 
カリフォニア型 

フ－ド 

発光分光装置  

第３類 

－ 

－ － 

分析室流し台 

B 

質量分析装置 

高周波プラズマ 
質量分析装置 － 

高周波プラズマ 
発光分光分析装置 

B 

赤外分光分析装置 

＊主要分析ダクトは、第 2 類の機器の上部に設置するため、波及的影響を考慮し、第 2 類の地震力を用いて応力評価を行う。 
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添付資料－２（８／３２） 

-16- 



  

添付資料－２（９／３２） 
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添付資料－２（１０／３２） 
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添付資料－２（１１／３２） 
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添付資料－２（１２／３２） 

-20- 



  

添付資料－２（１３／３２） 

-21- 



  

添付資料－２（１４／３２） 

-22- 



  

添付資料－２（１５／３２） 

-23- 



  

添付資料－２（１６／３２） 

-24- 



  

添付資料－２（１７／３２） 

-25- 



  

添付資料－２（１８／３２） 
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添付資料－３ 

原規規発第２０１１２５８号 

 

 

 
 

 

日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 

加 工 施 設 

使 用 前 検 査 成 績 書 

（その１－１） 

 
[その他の加工施設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会 
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使 用 前 検 査 成 績 書 

申請者及び事業所名 日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 

検 査 範 囲 

その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

主要分析ダクト  一式 

スクラバ付ドラフトチェンバ  １４台 

カリフォルニア型フード  １台 

発光分光装置  １台 

分析室流し台  ２台 

質量分析装置  ２台 

高周波プラズマ質量分析装置  １台 

高周波プラズマ発光分光分析装置  １台 

赤外分光分析装置  １台 

検 査 場 所  
日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附５０４番地２２ 

申 請 年 月 日 及 び 

申 請 番 号 
２０２０年３月２７日 ２０１９濃計発第２１６号 

検 査 項 目 検 査 年 月 日 結 果 摘 要 

別紙－２のとおり 別紙－１のとおり 
別紙－２の

とおり 
別紙－２のとおり 

原 子 力 検 査 官 別紙－１のとおり 

検 査 立 会 責 任 者  

（ 役 職 名 ） 
別紙－１のとおり 

備 考 

設工認申請書に記載されている核燃料物質の加工の事業に

関する規則第３条の６第４号に基づく加工施設の性能検査を

もって終了とする。 



 

 

別紙－１ 

 

検査年月日 原子力検査官 
検査立会責任者 

（役職名） 
特記事項 

年   月   日 

  

 

年   月   日 

  

 

年   月   日 

  

 

年   月   日 
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- 44 - 
 

別紙－２ 

 

検 査 項 目 検 査 年 月 日 結 果 摘 要 

材 料 検 査     年  月  日  
別 紙 － ３ 、 ４ 

のとおり 

外 観 検 査     年  月  日  
別 紙 － ５ 、 ６ 

のとおり 

配 置 及 び 員 数 検 査     年  月  日  
別 紙 － ７ 、 ８ 

のとおり 

耐 震 検 査     年  月  日  
別紙－９、１０ 

のとおり 

系 統 検 査     年  月  日  
別紙－１１、１２

のとおり 

性 能 検 査     年  月  日  
別紙－１３、１４

のとおり 

 

 



- 45 - 

別紙－３ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年     月     日 

              検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

検査項目：材料検査 

検査範囲 
その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認する。  記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

 

備  考： 
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別紙－４ 

材 料 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

              検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

主要分析ダクト  一式 

  スクラバ付きドラフトチェンバ  １４台 

カリフォルニア型フード  １台 

分析室流し台  ２台 

質量分析装置  ２台 

高周波プラズマ発光分光分析装置  １台 

赤外分光分析装置  １台 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

主要分析ダクトの主要な構造材が硬質塩化ビニル

フィルムライニング付き溶融亜鉛めっき鋼板（

）であること。 

  

スクラバ付きドラフトチェンバ、カリフォルニア型

フード、分析室流し台、質量分析装置、高周波プラズ

マ発光分光分析装置及び赤外分光分析装置の主要な

構造材が不燃性材料であること。 

  

スクラバ付きドラフトチェンバが電気亜鉛めっき

鋼板（エポキシポリエステル粉体焼付塗装）であるこ

と。また、カリフォルニア型フード（フード内部）が

ステンレス鋼（SUS304）であること。 

  

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１６に示す。 
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別紙－５ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年     月     日 

検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

検査項目：外観検査 

検査範囲 
その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認す

る。 
 記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

建物の検査として、分析室内の床面が樹脂系塗料

（ウレタン系塗料）で塗装されていることを確認す

る。 

 記録 

 

備  考： 
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別紙－６ 

外 観 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

                検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

  主要分析ダクト  一式 

  スクラバ付きドラフトチェンバ  １４台 

カリフォルニア型フード  １台 

発光分光装置  １台 

分析室流し台  ２台 

質量分析装置  ２台 

高周波プラズマ質量分析装置  １台 

高周波プラズマ発光分光分析装置  １台 

赤外分光分析装置  １台 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

主要分析ダクト及び機器の外観に使用上有害な傷、変

形のないこと。   

主要分析ダクトの排気時の内部点検が行うことができ

ること。   

機器が基礎ボルトで固定されていること。   

発光分光装置及び高周波プラズマ質量分析装置の

筐体が不燃性のカバー（不燃シート等）で覆われている

こと。 
  

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１６に示す。 
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別紙－７ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年       月      日 

                検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所  加工施設 

検査項目：配置及び員数検査 

検査範囲 
その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認する。  記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

 

備  考： 
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別紙－８ 

 

配 置 及 び 員 数 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

主要分析ダクト  一式 

   スクラバ付きドラフトチェンバ  １４台 

カリフォルニア型フード  １台 

発光分光装置  １台 

分析室流し台  ２台 

質量分析装置  ２台 

高周波プラズマ質量分析装置  １台 

高周波プラズマ発光分光分析装置  １台 

赤外分光分析装置  １台 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

 機器の配置及び員数が設工認申請書のとおりであ

ること。   

主要分析ダクト及び機器の保守等に必要なスペー

スが確保されていること。   

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１６に示す。 
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別紙－９ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年     月     日 

              検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

検査項目：耐震検査 

検査範囲 
その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認する。  記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を

有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを

校正記録により確認する。 

 記録 

 

備  考： 

 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１６に示す。 
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別紙－１０ 

耐 震 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

              検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

  スクラバ付きドラフトチェンバ  １４台 

カリフォルニア型フード  １台 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

スクラバ付きドラフトチェンバ及びカリフォルニ

ア型フード（本体、スクラバ、排気ファン）の基礎ボ

ルト、据付ボルトの材料が炭素鋼（SS400）であるこ

と。 

  

スクラバ付きドラフトチェンバ及びカリフォルニ

ア型フード（本体、スクラバ、排気ファン）の基礎ボ

ルト、据付ボルトの本数、位置、ボルトの呼び径及び

間隔が設工認申請書のとおりであること。 

  

スクラバ付きドラフトチェンバ（ドラフトチェン

バ）及びカリフォルニア型フード（本体、排気ファン）

の構造が設工認申請書のとおりであること。 

  

備  考： 

 立会検査で使用した検査用計器を別紙－１５に示す。 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１６に示す。 

   

表 据付ボルト及び基礎ボルトの仕様 

機器 対象箇所 材料 
ボルト 

本数 
呼び径 

許容最小 

ボルト間隔 

スクラバ付きドラ

フトチェンバ 

据付ボルト SS400 8 本 M12 456mm 

基礎ボルト SS400 6 本 M12 840mm 

カリフォ

ルニア型

フード 

本体 基礎ボルト SS400 4 本 M12 1080mm 

スクラ

バ 

据付ボルト SS400 4 本 M12 456mm 

基礎ボルト SS400 4 本 M12 840mm 

排気フ

ァン 

据付ボルト SS400 4 本 M10 130mm 

基礎ボルト SS400 4 本 M12 510mm 
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別紙－１１ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年     月     日 

検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

検査項目：系統検査 

検査範囲 
その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認する。  記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

 

備  考： 
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別紙－１２ 

系 統 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

  主要分析ダクト  一式 

  スクラバ付きドラフトチェンバ  １４台 

カリフォルニア型フード  １台 

発光分光装置  １台 

分析室流し台  ２台 

質量分析装置  ２台 

高周波プラズマ質量分析装置  １台 

高周波プラズマ発光分光分析装置  １台 

赤外分光分析装置  １台 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

設備の系統構成が設工認申請書のとおりであるこ

と。   

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１６に示す。 
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別紙－１３ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

検査項目：性能検査 

検査範囲 
その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認する。  記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を

有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを

校正記録により確認する。 

 記録 

 

備  考： 

 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１６に示す。 
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 別紙－１４ 

 

性 能 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

核燃料物質の検査設備（分析設備） 

  スクラバ付きドラフトチェンバ  １４台 

カリフォルニア型フード  １台 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

スクラバ付きドラフトチェンバのフードを 300 mm

開放（使用時における全面開放）し、フード開口部か

ら内部へ向かう気流の面速が 0.5 m/s 以上であるこ

と。 

  

カリフォルニア型フードの扉1枚を全開

状態（使用時における全面開放（左側及び

右側））にし、開口部から内部へ向かう気

流の面速が 0.5 m/s 以上であること。 

左側全開   

右側全開   

備  考： 

 立会検査で使用した検査用計器を別紙－１５に示す。 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１６に示す。 

 

 立会検査対象機器： 

 

      面速：      m/s 
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別紙－１５ 

 
使用計測器一覧表 

 

検査年月日：     年    月    日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

1)本設計器 

検査項目 機器名称 計器番号 測定範囲 精度 
校正年月日 

備考 
校正有効期限 

       

       

       

       

       

 

2)本設計器以外の計器 

 

検査項目 機器名称 計器番号 測定範囲 精度 
校正年月日 

備考 
校正有効期限 
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別紙－１６ 

 

記 録 一 覧 表 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

No. 確認した書類の名称 文書番号、制定年月日等 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




